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免責事項 

 この運用報告書は SPDR®インデックス・シェアズ・ファンズの 2023 年 9 月 30 日付 Annual Report の記載事項の翻訳に基づ

いており、日本における投資家の参照用に作成されたものです。投資家は、Annual Report およびこの運用報告書との間に齟齬

が生じた場合、Annual Report が優先されることにご留意下さい。 

 また、Annual Report には SPDR®インデックス・シェアズ・ファンズを構成する全てのファンドの情報が掲載されています

が、この運用報告書には日本で販売されたファンドのうち特定の 1 つのファンドの情報のみが掲載されています(但し、｢財務

書類に対する注記｣および｢その他の情報(未監査)｣は、当該日本で販売された全てのファンドの情報が記載されています)。 

 

(注) 本書に記載の｢ドル｣または｢$｣は、別段の記載がある場合を除き米ドルを指します。 

 本書において、米ドルの円貨換算は、2024 年 4 月 19 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客直物電信売買相場仲値

(1 米ドル＝154.76 円)によります。また、本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示され

ている場合があり、したがって合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。 

 なお、米ドルの円貨換算は、原文には含まれておらず、監査報告その他本書面上の報告の対象たる財務書類を構成す

るものではありません。
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パフォーマンス要約に対する注記(未監査) 

 

本ファンドの純資産価額(以下｢NAV｣という。)でのトータル・リターンに関するパフォーマンス・チャート

(市場価格に基づくトータル・リターンおよびそのベンチマーク指数)は、比較目的のためにのみ提供され、

対象期間について示す。本ファンドの受益権 1 口当たり NAV は本ファンドの受益権 1 口の価値であり、資

産合計額から負債合計額を差し引いた額を発行済受益権口数で除することによって算出される。NAV リ

ターンは、本ファンドの NAV を基準とし、市場リターンは、本ファンドの受益権 1 口当たり市場価格を基

準とする。市場リターンの計算に使われる市場価格は、本ファンドの NAV 計算時の本ファンドの受益権が

上場されている取引所における最高の買い呼び値と最低の売り呼び値の中間値を用いて決定される。NAV

および市場リターンは、配当とキャピタルゲインの分配金が、NAV により本ファンドに再投資されている

ことを前提としている。市場リターンには、流通市場での取引について支払われる売買委託手数料は含まれ

ていない。売買委託手数料を含めたとしたら、市場リターンはこれより低くなるものと思われる。 

 

インデックスは、特定の金融市場またはセクターについての統計的測定基準である。インデックスは、実際

には証券ポートフォリオを有していないため、手数料または費用の控除額は反映されない。これに対して、

本ファンドのパフォーマンスは、こうした控除額のマイナスの影響を受ける。インデックスのリターンは収

入、損益、配当および他の収入の再投資全てを反映する。 

 

ユーロ・ストックス 50®指数は、20 種あるユーロ・ストックス・スーパーセクター指数の構成銘柄のうち一

部の最大手企業のパフォーマンスを表象するために設計された時価総額加重指数である。ユーロ・ストック

ス・スーパーセクター指数はユーロ・ストックス指数のサブセットである。ユーロ・ストックス指数は、広

範でありながら流動性のあるストックス・ヨーロッパ 600 指数のサブセットである。ユーロ・ストックス指

数はユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の浮動株時価総額の約 60％を占めており、ユーロ・

ストックス・トータル・マーケット指数は表象された国の浮動株時価総額の約 95％をカバーしている。 
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SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 

(SPDR EURO STOXX 50 ETF) 

ファンドのパフォーマンスに関する経営陣による考察(未監査) 

 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF(以下「本ファンド」という。)は、ユーロ・ストックス 50 指数のトータ

ル・リターン・パフォーマンスに概ね対応する投資結果(手数料および費用控除前)を実現することを目指し

ている。本ファンドのベンチマークは、ユーロ・ストックス 50指数(以下「本インデックス」という。)であ

る。 

 

2023 年 9 月 30 日に終了した 12 カ月間(以下｢報告期間｣という。)、本ファンドのトータル・リターンは

40.03％、本インデックスのトータル・リターンは 39.41％であった。本ファンドと本インデックスのリター

ンは、配当およびその他の利益の再投資を反映している。本ファンドのパフォーマンスは、売買委託手数料

および投資顧問費用を含め、本ファンドの運用費用を反映している。本インデックスは運用されているもの

ではなく、そのリターンは、リターンに悪影響を及ぼすいかなる種類の手数料も費用も反映していない。運

用報酬、キャッシュ・ドラッグ、証券組入比率の相違の累積的効果、および欧州連合(以下「EU」という。)

還付請求を受けた影響が、本ファンドのパフォーマンスと本インデックスのパフォーマンスの相違の一因と

なり、報告期間における本ファンドのパフォーマンスの主要な原動力となった。 

 

米国連邦準備制度理事会(以下「FRB」という。)の動きと歩調を合わせ、欧州中央銀行(以下「ECB」とい

う。)も 2022 年 12 月に預金ファシリティ金利について事前予想を下回る 50bps の引き上げを発表した。ま

た、EU 加盟国は高騰する卸売ガス価格について 180 ユーロを上回った場合に上限価格の制限が発動される

ことに合意した。これは、域内のエネルギー価格の急上昇に対処するための積極的な措置とみられている。

この措置は、2023 年 2 月から 1 年間にわたって実施される。スペインおよびフランスは、急激なインフレに

直面する市民のために支援策を発表した。急ピッチでの利上げおよび 3 月の銀行セクターの混乱をよそに、

欧州の経済活動は、エネルギー価格の下落およびサービス活動の底堅さを要因として当該四半期にわたり驚

くべき好調さを見せた。6 月には、ユーロ圏の製造業セクターの後退が悪化し、S&P グローバル・ユーロ圏

製造業 PMI は 43.4 と、同月速報値の 43.6 および前月速報値の 48.5 を下回った。ユーロ圏で製造された財に

対する需要は大幅に低下し、とりわけオーストリア、ドイツおよびイタリアで販売実績の低迷が顕著であっ

た。ユーロ圏のインフレ率は 2 年ぶりの低水準へ低下し、欧州中央銀行(ECB)の金融政策スタンスが実を結

びつつあるように思われた。しかしながら、金利の上昇は消費者の可処分所得を圧迫し、その影響は一般消

費財株式の動向に現れた。購買担当者景気指数(PMI)はユーロ圏経済の縮小を示したが、全体的な傾向は依

然として上向きであった。 

 

本ファンドは報告期間中にデリバティブに投資していない。 

 

個別銘柄レベルでは、報告期間における本ファンドのパフォーマンス(絶対値)に最も貢献したものは、

ASML Holding NV、LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE、および TotalEnergies SE であった。報告期間にお

ける本ファンドのパフォーマンス(絶対値)に最もマイナス寄与したものは、Adyen NV、Pernod Ricard SA、

および CRH PLC であった。 
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上記の見解は、報告期間のみを通じた本ファンドのポートフォリオ・マネージャーの見解を反映したもので、

必ずしもアドバイザー全体の見解を反映しているものではない。この見解は、市場その他の状況により常に

変更されることがあり、アドバイザーは、この見解を最新のものとする責任を負うものではない。この見解

に投資助言として依拠することはできない。ファンドの投資判断は多くの要素に基づいているため、ファン

ドのために取引を行う意思を示すものとして、この見解に依拠することはできない。  
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SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 

パフォーマンス要約(未監査) 

2023 年 9 月 30 日現在のパフォーマンス 
 

 累積トータル・リターン  平均年間トータル・リターン 

 純資産価額 市場価格 ユーロ・ストックス 50

指数 

 純資産価額 市場価格 ユーロ・ストックス 50

指数 

1 年 40.03% 40.85% 39.41%  40.03% 40.85% 39.41% 

5 年 26.75% 26.39% 25.89%  4.86% 4.80% 4.71% 

10 年 47.69% 46.73% 45.01%  3.98% 3.91% 3.79% 

 

 

投資額10,000ドル(1,547,600円)の価値の変化の比較(純資産価額ベース) 

 

 
 

折れ線グラフは、累積トータル・リターンに基づく。 

 

直近の目論見書の手数料および費用表に記載されているSPDRユーロ・ストックス50 ETFの総経費率は、

0.29％である。2023年9月30日に終了した年度の総経費率については、財務ハイライトを参照のこと。 

記載されているパフォーマンスは、過去のパフォーマンスを示すものであり、将来の結果を保証するもの

ではない。投資リターンおよび元本価値は変動するものであり、受益権を売却した際に、利益を得ること

も、損失が生じることもある。現在のパフォーマンスが、以下に記載されたものを上回ることも、下回る

こともある。直近の月末のパフォーマンスについては、https://www.ssga.com/spdrsをご覧頂きたい。リター

ンは、受益者が本ファンドの分配金または本ファンドの受益権の償還もしくは売却に関して支払う租税の

控除額は反映していない。詳細については、1ページの｢パフォーマンス要約に対する注記｣を参照。 
  

米ドル 

ユーロ・ストックス 50 指数 (b) SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF (a) 
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SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 

ポートフォリオの統計(未監査) 

 
2023年9月30日現在の保有額上位10位 

 

内容 純資産に対する百分比
(%) 

ASML Holding NV 7.6% 

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.2 

TotalEnergies SE 5.2 

SAP SE 4.2 

Sanofi 3.9 

Siemens AG 3.4 

L'Oreal SA 3.2 

Allianz SE 3.1 

Schneider Electric SE 3.0 

Air Liquide SA 2.8 

合計 42.6% 

 

(保有額の上位10社は変動する可能性があり、本ファンドが特定の会社に投資し続けるという保証はない。) 
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SPDRユーロ・ストックス50 ETF 

投資一覧 

2023年9月30日 

 

銘柄 株式数  価額 

普通株式 — 99.8%    

オーストラリア — 0.9%    

Flutter Entertainment PLC (a) 131,921 $ 21,635,094 

ベルギー — 1.6%    

Anheuser-Busch InBev SA 668,868  37,185,693 

中国 — 1.4%    

Prosus NV 1,152,735  34,075,194 

フィンランド — 1.9%    

Nokia Oyj 3,964,086  14,974,811 

Nordea Bank Abp 2,666,662  29,396,496 

   44,371,307 

フランス — 36.0%    

Air Liquide SA 391,291  66,218,413 

Airbus SE 438,202  58,911,912 

AXA SA 1,415,070  42,219,429 

BNP Paribas SA 874,928  55,978,125 

Cie de Saint-Gobain SA 383,693  23,106,646 

Danone SA 479,216  26,515,154 

EssilorLuxottica SA 229,817  40,186,526 

Hermes International SCA 26,263  48,098,736 

Kering SA 53,746  24,576,656 

L'Oreal SA 181,278  75,466,125 

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 193,164  146,512,678 

Pernod Ricard SA 149,482  24,981,984 

Safran SA 283,345  44,590,741 

TotalEnergies SE 1,866,481  123,133,086 

Vinci SA 446,208  49,613,836 

   850,110,047 

ドイツ — 25.6%    

adidas AG 124,135  21,898,523 

Allianz SE 301,313  72,001,720 

BASF SE 666,740  30,318,877 

Bayer AG 733,916  35,316,177 

Bayerische Motoren Werke AG 222,787  22,733,704 

Deutsche Boerse AG 141,929  24,598,763 

Deutsche Post AG 735,601  30,011,736 

Deutsche Telekom AG 2,590,553  54,492,919 

Infineon Technologies AG 975,117  32,371,064 

Mercedes-Benz Group AG 597,504  41,682,500 

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 101,949  39,840,103 

SAP SE 764,178  99,370,406 

Siemens AG 559,545  80,367,465 

Volkswagen AG Preference Shares 153,922  17,753,399 

   602,757,356 

イタリア — 6.5%    

Enel SpA 5,803,331  35,759,692 

Eni SpA 1,704,776  27,536,037 

Ferrari NV 87,989  26,056,392 

Intesa Sanpaolo SpA 12,045,975  31,118,971 

UniCredit SpA 1,343,259  32,326,050 

   152,797,142 

オランダ — 10.7%    
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Adyen NV (a)(b) 21,354  15,954,853 

ASML Holding NV 301,127  178,251,269 

ING Groep NV 2,703,937  35,928,057 

Koninklijke Ahold Delhaize NV 725,092  21,894,552 

   252,028,731 

スペイン — 6.9%    

Banco Bilbao Vizcaya    

Argentaria SA 4,456,439  36,377,746 

Banco Santander SA 12,090,539  46,319,907 

Iberdrola SA 4,330,895  48,581,627 

Industria de Diseno Textil SA 830,243  31,020,609 

   162,299,889 

米国 — 8.3%    

Sanofi 856,393  92,012,537 

Schneider Electric SE 427,960  71,128,057 

Stellantis NV 1,707,047  32,911,590 

   196,052,184 

普通株式合計    

(Cost $2,445,022,903)   2,353,312,637 

短期投資 — 0.0% (c)    

State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Premier Class 5.45% 

(d)(e)    

(Cost $517,645) 517,541  517,645 

投資合計 — 99.8%    

(Cost $2,445,540,548)   2,353,830,282 

負債を超過するその他の資産 — 0.2%   5,588,555 

純資産 — 100.0%  $ 2,359,418,837 

 
(a) 無配証券 

(b) 1933年証券法ルール144A(その後の改正を含む。)に従い購入した証券。これらの証券(2023年9月30日現在純資産の0.7％)は、流動性があ

るものと考えられており、登録を免除された取引において、通常は適格機関投資家たる買主に転売される。 

(c) 記載額は純資産の0.05％未満である。 

(d) 本ファンドは、SSGA Funds Management, Inc.が運用するマネー・マーケット・ファンドに投資した。2023年9月30日に終了した期間のそれ

ら取引に関連する額は、後掲の関係会社表で示される。 

(e) 記載利率は2023年9月30日における7日間の年間利回りである。 
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以下の表は、公正価値ヒエラルキーに従った2023年9月30日現在における本ファンドの投資価値の概要であ

る。 

 
項目 

 

レベル1 — 

市場 

価格 

 レベル 2 — 

その他の 

重要な 

観察可能な 

インプット 

 レベル3 — 

重要な 

観察不能な 

インプット 

 合計 

資産:         

投資:         

普通株式 $ 2,353,312,637 $ — $ — $ 2,353,312,637 

短期投資  517,645  —  —  517,645 

投資合計 $ 2,353,830,282 $ — $ — $ 2,353,830,282 

 

2023年9月30日現在のセクター別内訳 

 

 純資産に対する百分比(%) 

一般消費財・サービス 19.9 

金融 19.6 

資本財・サービス 15.1 

情報技術 13.8 

生活必需品 7.9 

ヘルスケア 7.1 

エネルギー 6.4 

素材 4.1 

公益事業 3.6 

通信サービス 2.3 

短期投資 0.0(a) 

負債を超過するその他の資産 0.2 

合計 100.0 

 

(a) 記載額は純資産の0.05％未満である。 

 

(本ファンドのセクター別内訳は、純資産に対する百分比として表示されており、時間の経過とともに変動する可能性がある。) 

 

関係会社表 

 

 

保有株式

数 

(2022年 

9月30日) 

 評価額 

(2022年9月

30日) 

 購入原価  証券売却手

取金 

 実現利

益(損失) 

 未実現増

価／減価

の変動額 

 保有株式数

(2023年 

9月30日) 

 評価額 

(2023年9月

30日) 

 受取配当

金 

State Street 

Institutional 

Liquid 

Reserves Fund, 

Premier Class 922,874 $ 923,059 $ 87,718,771 $ 88,124,008 $ (49) $ (128) 

 

517,541 $ 517,645 $ 53,715 

State Street 

Navigator 

Securities 

Lending 

Portfolio II 11,059,238  11,059,238  651,348,629  662,407,867  —  — 

 

—  —  188,365 

合計  $ 11,982,297 $ 739,067,400 $ 750,531,875 $ (49) $ (128)   $ 517,645 $ 242,080 
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財務書類 

貸借対照表 

2023年9月30日 

 

  

SPDRユーロ・ストックス
50 ETF 

資  産   

関係を有していない発行体への投資(評価額)* $ 2,353,312,637 

関係を有する発行体への投資(評価額)  517,645 

投資総額  2,353,830,282 

外国通貨(評価額)  206,520 

ブローカーに対する現金(純額)  — 

現金  59 

売却投資債権  — 

未収配当金－関係を有していない発行体  1,464,291 

未収配当金－関係を有する発行体  3,937 

有価証券貸付収益未収金 ― 関係を有していない発行体  5,360 

有価証券貸付収益未収金 ― 関係を有する発行体  22,129 

未収還付外国税額  6,081,687 

その他の未収金  21,910 

資産合計  2,361,636,175 

負  債   

借受証券返還債務  — 

証券買入債務  — 

ブローカーに対する債務－未決済の先物契約にかかる累積変動証拠金  — 

未払繰延外国税額  — 

未払投資顧問報酬  577,209 

未払受託者報酬および費用  — 

未払費用およびその他の債務  1,640,129 

負債合計  2,217,338 

純資産 $ 2,359,418,837 

純資産の内訳:   

払込資本 $ 3,154,017,101 

配当可能利益(損失)合計**  (794,598,264) 

純資産 $ 2,359,418,837 

受益権1口当たり純資産価額   

受益権1口当たり純資産価額 $ 42.21 

発行済受益権(授権額の上限なし、額面価額0.01ドル(2円))  55,900,967 

投資費用:   

関係を有していない発行体への投資 $ 2,445,022,903 

関係を有する発行体への投資  517,645 

投資費用総額 $ 2,445,540,548 

外国通貨(取得価額) $ 206,452 

*貸付証券への投資額を含む(評価額) $ — 

**繰延外国税を含む $ — 
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損益計算書 

2023年9月30日終了年度 

 

  

SPDRユーロ・ストックス
50 ETF 

投資利益   

受取配当金 ― 関係を有していない発行体 $ 89,945,915 

受取配当金 ― 関係を有する発行体  53,715 

非関係会社への証券貸付による収益  45,506 

関係会社への証券貸付による収益  188,365 

源泉徴収外国税  (4,641,157) 

投資利益(損失)合計  85,592,344 

費用   

投資顧問報酬  6,664,891 

受託者の報酬および費用  21,971 

雑費用  62,271 

費用合計  6,749,133 

純投資利益(損失) $ 78,843,211 

実現および未実現の利益(損失)   

正味実現利益(損失)の内訳:   

投資 ― 関係を有していない発行体*  (465,082) 

投資 ― 関係を有する発行体  (49) 

現物償還 ― 関係を有していない発行体  71,017,096 

現物償還 ― 関係を有する発行体  — 

外国通貨取引  (179,202) 

先物取引  — 

未実現の利益(損失)  70,372,763 

未実現増価(減価)の純変動額の内訳:   

投資 ― 関係を有していない発行体**  417,423,072 

投資 ― 関係を有する発行体  (128) 

外国通貨換算  701,646 

先物取引  — 

未実現増価(減価)の純変動額  418,124,590 

正味実現および未実現利益(損失)  488,497,353 

運用による純資産の純増加(減少) $ 567,340,564 

* 外国のキャピタルゲイン税を含む $ — 

** 繰延外国税を含む $ — 
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純資産変動計算書 

 

  SPDRユーロ・ストックス50 ETF 

  

年度終了日 

2023/9/30  

年度終了日 

2022/9/30 

運用による純資産の増加(減少):     

純投資利益(損失) $ 78,843,211 $ 62,165,299 

正味実現利益(損失)  70,372,763  62,058,796 

未実現増価(減価)の純変動額  418,124,590  (713,476,491) 

運用による純資産の純増加(減少)  567,340,564  (589,252,396) 

正味平準化貸記額および借記額  524,853  (3,663,100) 

受益者への配当  (78,231,979)  (73,669,991) 

実質持分取引による内訳:     

受益権売却手取金  782,429,288  196,410,776 

償還受益権費用  (191,729,569)  (876,206,574) 

正味利益平準化  (524,853)  3,663,100 

その他資本  —  2,359 

実質持分取引による純資産の純増加(減少)  590,174,866  (676,130,339) 

期間中の純資産の純増加(減少)  1,079,808,304  (1,342,715,826) 

期首における純資産  1,279,610,533  2,622,326,359 

期末における純資産 $ 2,359,418,837 $ 1,279,610,533 

     

実質持分:     

売却受益権数  19,000,000  5,450,000 

償還受益権数  (4,250,000)  (22,000,000) 

受益権取引による純増加(減少)  14,750,000  (16,550,000) 
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財務ハイライト 

各期間中の発行済受益権1口当たりの要約データ 

 

  SPDRユーロ・ストックス50 ETF 

  

年度終了日 

2023/9/30 

 年度終了日 

2022/9/30 

 年度終了日 

2021/9/30 

 年度終了日 

2020/9/30 

 年度終了日 

2019/9/30 

(a) 

           

期首純資産額 $ 31.10 $ 45.45 $ 36.40 $ 37.79 $ 38.35 

投資活動による利益(損失)           

純投資利益(損失) (b)  1.47  1.30  1.06  0.81  1.02 

正味実現および未実現利益(損

失) (c)  10.99  (13.98)  8.77  (1.46)  (0.49) 

投資活動による合計  12.46  (12.68)  9.83  (0.65)  0.53 

正味平準化貸記額および借記額 

(b)  0.01  (0.08)  0.12  (0.00)(d)  (0.01) 

その他資本  —  0.00(d)  —  —  — 

受益者への分配金原資の内訳:           

純投資利益  (1.36)  (1.59)  (0.90)  (0.74)  (1.08) 

期末純資産額 $ 42.21 $ 31.10 $ 45.45 $ 36.40 $ 37.79 

           

トータル・リターン (e)  40.03%  (28.73)%  27.32%  (1.65)%  1.43% 

比率および補足データ:           

期末純資産(単位：1,000) $ 2,359,419 $ 1,279,611 $ 2,622,326 $ 1,747,270 $ 2,050,307 

平均純資産に対する比率:           

費用合計  0.29%  0.30%  0.29%  0.29%  0.29% 

純投資利益(損失)  3.43%  3.16%  2.39%  2.21%  2.80% 

ポートフォリオ・ターンオー

バー比率 (f)  12%  8%  11%  9%  6% 

 
(a) 本ファンドは、2020年9月30日に終了した年度から、アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーが監査を行った。過年度は別の独立登

録公認会計事務所が監査を行った。 

(b) 受益権1口当たりの数字は発行済平均受益権数を用いて計算されており、当年度の受益権1口当たりのデータをより適切に表示している。 

(c) 発行済受益権について本項目に示された額は、本ファンドの市場価格の変動に関連した本ファンドの受益権の売却および買戻しの時期に

より、当会計期間の有価証券の損益総額の変動と一致していないことがある。 

(d) 金額は受益権1口当たり0.005ドル(1円)未満である。 

(e) トータル・リターンは、受益権が各報告期間の初日に純資産価額で購入され、末日に純資産価額で売却されたという前提で計算されてい

る。この計算の目的上、分配金は、各分配金の支払日に受益権1口当たり純資産額で再投資されることを前提としている。1年未満の期間

についてのトータル・リターンは年率換算されない。売買委託手数料はこの計算には含まれていない。 

(f) ポートフォリオ・ターンオーバー比率は、現物による設定または償還により受け渡しされた証券を除外している。 
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SPDRインデックス・シェアズ・ファンズ 

財務書類に対する注記 

2023年9月30日 

 

1. 設  立 

 

SPDRインデックス・シェアズ・ファンズ(以下｢本トラスト｣という。)は、1940年投資会社法(改正を含む。

以下｢1940年法｣という。)に基づき登録されたマサチューセッツの事業トラストで、オープンエンド運用投

資会社である。 

 

2023年9月30日現在、本トラストは24のシリーズから成り、そのそれぞれが本トラストの別個の受益権を表

象する。本トラストの信託宣言において、額面金額0.01ドル(2円)の受益権を無制限に発行する権限を本トラ

ストの受託者会(以下｢受託者会｣という。)に付与することが認められている。本運用報告書の財務書類は、

以下のシリーズ1(以下それぞれ、また総称して｢本ファンド｣という。)に関するものである。 

 

SPDRユーロ・ストックス50 ETF 

 

本ファンドは、1940年法上の「分散型投資会社」に分類される。 

 

本トラストの組織関連書類に基づき、本トラストの役員および受託者は、本トラストに対する職務の遂行に

起因する一定の責任について補償される。さらには、通常の業務過程において、本トラストは、一般的な補

償条項を定めた契約をサービス提供者と締結する。本トラストに対してなされる可能性のある未発生の将来

の請求を含むため、こうした取り決めに基づき本トラストが最大限負うことのあるリスクは不明である。 

 

2. 重要な会計方針の概要 

 

以下は、本トラストが財務書類を作成するにあたって従った重要な会計方針の概要である。 

 

米国で一般に認められた会計原則(以下｢米国GAAP｣という。)に従って財務書類を作成するには、経営陣

は、財務書類における計上額および開示内容に影響する見積りおよび仮定を行わなければならない。実際の

結果はこうした見積りと相違することがあり得る。本ファンドは、米国GAAP上の投資会社に該当し、投資

会社に適用のある会計および報告に関するガイダンスに準拠している。 

 

証券の評価 

 

各本ファンドの投資は、ニューヨーク株式取引所(以下｢NYSE｣という。)が開いている日は毎日公正価値で

評価され、また財務報告上、報告期間の終了日がNYSEが開いていない日の場合、報告日現在で公正価値で

評価される。通常、公正価値とは、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、ある

 

1 原文の Annual Report には 14 のファンドが記載されているが、本ファンド以外のファンド名は省略する。 
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ファンドが資産の売却によって受け取るであろう価格または負債の移転のために支払うであろう価格、と定

義されている。公正価値での評価は、その本質から証券を現時点で売却した場合における評価の誠実な見積

りであり、実際の市場価格を反映していない可能性がある。各本ファンドの投資は、オーバーサイト・コ

ミッティー(本書において｢監視委員会｣という。)が策定し、受託者会が承認した方針および手続に従って評

価される。監視委員会は、本ファンドのために、投資の評価方法を監視する。受託者会は、投資の公正価値

の決定に対する監視に責任を負う。 

 

各本ファンドの投資を評価するために用いる、主要な投資カテゴリー別の評価方法は、以下のとおりであ

る。 

 

• 市場相場が容易に入手できる公認の証券取引所で取引される株式への投資(上場投資信託である登録投資

会社を含む。)は、それらが取引されている発行市場または取引所における直近の売値または公式の終値

(のいずれか該当する方)で評価される。公認の取引所で取引されている株式への投資であって評価日に売

買がなかったものは、直近公表売値または公正価値で評価される。 

 

• 新株予約権およびワラントは、独立価格情報提供事業者またはブローカーから入手した最終報告売買価格

で評価日に評価される。独立価格情報提供事業者およびブローカーのいずれからも、当該価格が入手でき

ないときは、受託者会が承認した評価方針および手続に従って、当該新株予約権およびワラントの本源的

価値に基づいて評価を行う。 

 

• 公認の証券取引所で取引されていない、登録投資会社(マネー・マーケット・ファンドを含む。)その他

プール型投資ビークルの小口化された持分への投資は、その日に公表された1受益権または1投資単位当た

りの純資産価額(以下｢NAV｣という。)で評価される。 

 

• 取引所で取引される先物取引は、最も活発に取引される発行市場の決済価格で評価される。公認の取引所

で取引される先物取引であって評価日に売買がなかったものは、独立価格情報提供事業者もしくはブロー

カーから報告を受けた直近の売買価格または公正価値で評価される。 

 

価格もしくは相場が容易に入手できない場合またはこれらの評価方法を適用した結果として得られた価格が

その投資の公正価値を表していないと考えられる場合には、当該投資の公正価値は、受託者会が承認した評

価方針および手続に従って監視委員会が誠実に決定する。 

 

公正価値評価によって、本ファンドのNAVを計算するために用いられる価格と、当該本ファンドの対象ベン

チマークが採用する価格に差異が生じる可能性がある。本ファンドの投資価値を決定するために多様なイン

プットが用いられている。 

 

本ファンドは、その資産および負債の公正価値を評価する上で評価技法に対するインプットを優先順位付け

した3つのレベルで構成される公正価値ヒエラルキーを用いており、活発な市場における同一資産または負

債の容易に入手可能な調整前市場価格(レベル1測定)を最高順位とし、時価が容易に入手可能ではないか、

または時価が信頼できない場合において、観察不能なインプット(レベル3測定)を最低順位として、取り扱
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うというものである。ある投資について決定された価値が公正価値ヒエラルキー中のどの分類に属するか

は、当該投資の価格設定の透明性に基づいて決まるものであって、その分類は、必ずしも、その金融商品に

投資することに伴うリスクを示唆するものではない。 

 

公正価値ヒエラルキーの3つのレベルは、以下のとおりである。 

 

• レベル1 － 同一の資産または負債の活発な市場における調整前市場価格。 

 

• レベル2 － レベル1に含まれる市場価格以外のインプットで、資産または負債について直接的または間接

的に観測可能であるもの。これには、活発な市場における類似の資産もしくは負債の市場価格、活発でな

いと考えられる市場における同一もしくは類似の資産もしくは負債の市場価格、資産または負債について

観測可能である市場価格以外のインプット(為替レート、融資条件、金利、イールドカーブ、ボラティリ

ティ、期限前償還率、損失規模、信用リスクおよびデフォルト率等)またはその他の市場に裏付けられた

インプットが含まれる。 

 

• レベル3 － 投資の公正価値の決定に利用される監視委員会の定める前提を含む、資産または負債につい

ての観測不能なインプット。 

 

2023年9月30日現在における公正価値ヒエラルキーに従った各本ファンドの投資価値は、各本ファンドのそ

れぞれの投資一覧で開示されている。 

 

投資取引および収益認識 

 

投資取引は、財務報告の目的上、取引日に計上される。投資の売却または処分および外国為替取引により実

現した損益(該当する場合)は、個別原価法で計上される。 

 

受取配当金およびキャピタルゲインの分配(該当する場合)は、外国源泉徴収税(もしあれば)を控除の上、配

当または分配落ち日、または情報が入手可能となった時に認識される。株式による非現金配当(もしあれば)

の受け取りは、受取配当金として公正価値で計上される。本ファンドが受け取った分配金には、マネジメン

トの見積りによる資本の返還が含まれる場合がある。かかる金額は、投資取得原価の減額として計上する

か、キャピタルゲインに再分類する。 

 

本ファンドの中には、米国不動産投資信託(以下「US REIT」という。)に投資しているものがある。US REIT

は、その分配金の税務上の性質を毎年決定し、分配金の一部を資本の返還またはキャピタルゲインとみなす

ことがある。本ファンドの方針としては、REITによる分配金は全て、いったんは受取配当金として計上し

た上でその一部を年度末に資本の返還またはキャピタルゲインの分配として再分類する。これは、当該US 

REITによって提供された情報および／または当該再分類のうち実際の情報がまだ報告されていないものに

関するSSGAファンズ・マネジメント・インク(以下「アドバイザー」または「SSGA FM」という。)の推定

に基づいて行われる。 
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費  用 

 

特定の本ファンドについてのものであることが直接認識できる一定の費用は、本トラスト内の当該本ファン

ドの負担となる。特定の本ファンドに帰属させることのできないその他の費用は、費用の性質および種類な

らびに本トラスト内の本ファンドの関連する純資産を斟酌した上で、衡平と考えられる方法により配分され

る。 

 

外国通貨換算 

 

本ファンドの会計記録は米ドルで行われている。外国通貨ならびに外貨建ての投資有価証券ならびにその他

の資産および負債は、期末時点の為替レートを使用して米ドルに換算されている。外貨建ての有価証券の売

買、収益の受領および費用の支払いは、それぞれの取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。 

 

為替レートの変動の投資に対する影響は、投資有価証券の実現および未実現の純利益(損失)に含まれる。実

現および未実現の利益(損失)を生じさせるその他の外国通貨取引は、別途開示される。 

 

外国税 

 

本ファンドは、収益、株式配当、投資にかかる実現および未実現のキャピタルゲインまたは一定の外国為替

取引に対して外国税の賦課を受ける可能性がある(なお、かかる税の一部は返還請求が可能な場合があ

る。)。外国税は、本ファンドが投資を行う外国の管轄地において適用される外国の税制および税率につい

てのSSGA FMの理解に従って計上される。これらの外国税(もしあれば)は、本ファンドが支払いを行い、本

ファンドの損益計算書に反映される。2023年9月30日時点の未払外国税または繰延外国税(もしあれば)は、

本ファンドの貸借対照表で開示される。 

 

複数の訴訟の結果を受け、欧州連合(以下「EU」という。)の特定の国における特定の本ファンドは、当該国

で稼得した配当金に対し以前源泉徴収された税金について追加の還付請求の申立てを行った。これらの追加

申立ては、EU域内の現地管轄税務当局による各種行政手続およびいくつかの関連司法手続の対象となる。

当該EU還付請求で認識された収入は損益計算書に反映され、その還付金額が投資利益合計の5％を超える場

合は「EU還付請求」として個別表示される。当該収入の最終的な解決、当該EU還付請求を受ける可能性、

および将来の支払い時期に関して不確実性が存する場合、その金額が財務書類に反映されることはない。 

 

米国所得税法上、本ファンドが受けるEU還付請求により、本ファンドの受益者が自身の個人所得税申告書

において税額控除として使用できる外国税額がある場合はその金額が減額される。本ファンドが当会計年度

に受けるEU還付請求の金額が外国源泉徴収税の納付額を超え、かつ、本ファンドが以前に外国税額控除を

受益者に付与していた場合、本ファンドは、本ファンドの受益者の代わりにその関連租税債務を支払うため

に、米国内国歳入庁と最終合意を締結することになる。 

 

平準化 
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特定の本ファンドは、「平準化」として知られる会計実務に従っており、これにより本ファンドの受益権の

売却手取金および再取得費用の一部(取引日の分配可能な受益権1口当たり純投資利益の額に相当する。)

は、未分配の純投資利益に貸記または借記される。そのため、受益権1口当たりの未分配の純投資利益は、

本ファンドの受益権の売却または再取得による影響を受けない。平準化に関連する額は、純資産変動計算書

で確認することができる。 

 

以下の本ファンドは、2023年9月30日に終了した年度中に平準化を利用した。 

 

SPDRユーロ・ストックス50 ETF 

 

分配 

 

以下の本ファンドは、四半期毎に純投資利益(もしあれば)を原資とする受益者に対する配当を宣言し、分配

する。 

 

SPDRユーロ・ストックス50 ETF 

 

正味実現キャピタルゲイン(もしあれば)は、毎年分配される。分配の宣言および支払いについては、指数ト

ラッキングを改善し、または1986年内国歳入法典(改正を含む。)(以下「内国歳入法典」という。)で規定さ

れる分配要件を遵守する目的で、より多くの頻度で他のいずれの時期においても実行することができる。分

配される収益およびキャピタルゲインの額および性質は、適用される税制に従って決定され、米国GAAPの

目的上認識される純投資利益および実現利益とは相違する可能性がある。 

 

3. デリバティブ金融商品 

 

先物取引 

 

本ファンドは、ファンドの目的を達成するために、先物取引を行う場合がある。先物取引とは、標準化され

た取引所取引であり、一定の金融商品を定められた価格で売買することを先日付で約定するものをいう。先

物取引の約定時に、本ファンドは、ブローカーに対して、清算機関が求める当初預託証拠金の額に相当する

額の証拠金(現金または有価証券)を預託しなければならない。預託有価証券(もしあれば)は投資一覧で指定

され、預託現金(もしあれば)は貸借対照表上のブローカーに対する現金(純額)に含まれる。その後の支払い

は、契約価額(累積)、為替および／またはその他の取引手数料の日々の変動に応じ、本ファンドが支払う

か、または支払いを受領する。当該支払いの累計額は、相当額が未実現損益と相殺された上で未収または未

払いの変動証拠金として計上される。本ファンドは、当該契約が終了した時に実現損益の認識を行う。 

 

契約期間中に、原商品の市場金利または価値に不利な変動が生じたことに起因して先物取引価格が下落した

場合、または取引相手が契約に基づき履行しなかった場合、損失が生じる可能性がある。また、先物取引の

利用には、先物取引の価格変動が当該取引の原資産の価格変動と相関しないというリスクも伴う。 
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4. 手数料および関係会社との取引 

 

投資顧問報酬 

 

本トラストは、本ファンドに代わり、SSGA FMと投資顧問契約を締結している。本ファンドに対するその

アドバイザリー・サービス、提供されるファシリティ、およびアドバイザーが負担する費用のために、各

本ファンドは、各本ファンドの日次の平均純資産額に対し以下の表で示される割合に基づいて日々発生し

て毎月支払われる報酬(以下「運用および投資顧問報酬」という。)をアドバイザーに支払う。 

 
 年間割合 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 0.29% 

 

アドバイザーは、時に、自身の運用報酬の全部または一部を放棄する場合がある。アドバイザーは、2024年

1 月 31 日まで、各本ファンドに関して取得ファンドの全ての報酬および費用(取得ファンドにおける現金管

理のために保有されるもの(もしあれば)を除く。)に相当する金額の、自身の運用報酬の一部の放棄、および

／または費用の払戻しについて契約上同意している。この権利放棄および／または払戻しにおいては、放棄

され、または払い戻された金額をアドバイザーが回収することは規定されていない。この権利放棄および／

または払戻しは、本ファンドの受託者会の承認がない限り、2024 年 1 月 31 日より前に終了することはでき

ない。 

 

アドバイザーは、各本ファンドの全ての費用を支払うが、運用報酬、委託売買手数料、租税、利息、1940

年法で定義される本トラストの「利害関係者」に該当しない本トラストの受託者(以下「独立受託者」とい

う。)の報酬および費用(受託者の弁護士の報酬を含む。)、訴訟費用、取得ファンドの報酬ならびに費用その

他の特別費は支払わない。 

 

アドミニストレーター、保管会社、サブ・アドミニストレーターおよび名義書換代理人 

 

SSGA FM はアドミニストレーターを務めており、アドバイザーの関係会社であるステート・ストリート・

バンク・アンド・トラスト・カンパニー(State Street Bank and Trust Company)(以下｢ステート・ストリート｣と

いう。)が、保管会社、サブ・アドミニストレーターおよび名義書換代理人を務めている。ステート・スト

リートは、保管会社、サブ・アドミニストレーターおよび名義書換代理人としてのサービスに対する報酬を

アドバイザーから受け取る。 

 

販売業者 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー

(State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC)(以下｢SSGA FD｣または｢販売業者｣という。)は、アドバイ

ザーの関係会社で、本トラストの販売業者を務める。 

 

関係会社とのその他の取引 — 証券貸付 
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ステート・ストリート(本ファンドの関係会社)は、2017年1月6日付修正・訂正済証券貸付許可基本契約書(変

更を含む。)に従って本ファンドの証券貸付代理人を務める。 

 

ステート・ストリートが現金担保の投資または手数料収入(借入人に支払われる手数料割り戻し控除後)に関

して収受した純収入は、以下のとおり支払われている。暦年ベースの年初来純収入がSPDR ETF全体の特定

の閾値を下回る場合、各本ファンドは当該純収入の85％を留保し、当該純収入の15％はステート・ストリー

トへ支払われる。暦年ベースの年初来純収入が特定の閾値を上回る場合は上回った日の翌営業日より、各本

ファンドは当該純収入の90％を留保し、当該純収入の10％はステート・ストリートへ支払われる。 

 

また、貸付業務の現金担保は、SSGA FM が投資アドバイザーを務めるステート・ストリート・ナビゲー

ター・セキュリティーズ・レンディング・ポートフォリオ II(State Street Navigator Securities Lending Portfolio 

II)(関係マネー・マーケット・ファンド)に投資される。証券貸付の追加情報については、注記 9 を参照され

たい。 

 

関係会社とのその他の取引 

 

本ファンドは、関係事業体(ステート・ストリート・コーポレーションが発行した証券を含む。)、関係性を

有するファンド、または本ファンドがその議決権付証券もしくは発行済み株式の 5％超を所有することによ

り関係会社とみなされる事業体に投資することができる。2023 年 9 月 30 日に終了した年度のそれらの取引

に関係する額は、投資一覧で開示される。 

 

保管会社への債務 

 

特定の状況において、本ファンドは、費用の支払い、資本取引、証券の取引、投資活動またはデリバティブ

取引のために保管会社に当座借越を行う場合がある。保管会社への債務の額(もしあれば)は、本ファンドの

関係会社であるステート・ストリート(保管会社)からの当座借越金を反映している。 

 

5. 受託者の報酬 

 

独立受託者および利害関係のある非管理受託者 1 名の報酬および費用は、本ファンドから直接支払われる。

独立受託者は、会議への出席および業界のセミナーに関する旅費その他の現金支払費用について償還を受け

る。 

 

6. 投資取引 

 

2023 年 9 月 30 日に終了した年度について、投資の購入額および売却額(現物による取引および短期投資を除

く。)は以下のとおりであった。 

 
  購入  売却 



FEZ 

- 20 - 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 261,626,559 $ 262,548,777 

 

2023 年 9 月 30 日に終了した年度について、現物による拠出、現物による償還、現物による正味実現利益／

(損失)の額は、以下のとおりであった。 

 
  現物による拠出  現物による償還  現物による正味実

現利益/(損失) 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 780,179,748 $ 191,754,641 $ 71,017,096 

 

7. 受益者の取引 

 

各本ファンドは、特定の数の口数またはその倍数(以下｢クリエイション・ユニット｣という。)によっての

み、NAV で、各本ファンドの受益権を発行および償還する。総数がクリエイション・ユニットとならない

限り、各本ファンドの受益権は償還できない。各本ファンドの資本受益権の取引は、純資産変動計算書で詳

細に開示されている。 

 

本ファンドのクリエイション・ユニットの購入対価は、所定の有価証券のポートフォリオの現物での拠出お

よび所定の額の現金によって構成されることがある。クリエイション・ユニットを購入および償還する投資

家は、クリエイション・ユニット(現金を対価とするクリエイション・ユニットを含む。)の発行および償還

に伴う名義書換費用およびその他の取引費用と相殺するために、購入取引手数料および償還取引手数料を本

トラストおよび／または保管会社に直接支払うことができる。追加の変動手数料が、一定の取引について請

求されることがある。当該変動手数料(もしあれば)は、純資産変動計算書上の「その他資本」に含められ

る。 

 

8. 所得税の情報 

 

本ファンドは、内国歳入法典のサブチャプターMにおける「規制投資会社」の要件を満たしており、今後も

要件を満たすことを想定している。本ファンドは、各会計年度に係る課税所得(正味実現キャピタルゲイン

を含む。)を分配する限り、連邦所得税の対象とはならない。したがって、連邦所得税の引当金は必要がな

い。 

 

本ファンドは、連邦税ならびに様々な州税および地方税の申告書を必要に応じて提出する。現在のところ、

税務調査を受けている所得税の申告書はない。一般的に、連邦税の申告書は、提出日から 3 年間の期間にわ

たって内国歳入庁による調査の対象となるが、州税の申告書の調査対象期間は、管轄地によってさらに 1 年

間追加されることがある。SSGA FM は、全ての調査対象期間に係る申告書に対する各本ファンドの税務上

のポジションを分析し、租税債務の認識を必要とするような不確実な税務上のポジションが存在しないと判

断している。 

 

受益者への分配は、権利落ち日に計上される。収益配当金およびキャピタルゲインの分配は、所得税のルー

ルおよび規則に従って決定されるが、これは米国で一般に認められた会計原則とは相違する可能性がある。 
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財務書類中の一定の資本勘定は、帳簿と税務との永久差異に合わせて調整された。これらの調整による純資

産価額または運用成果への影響はない。帳簿と税務との一時差異は、将来解消される。これらの帳簿と税務

との差異は、主に、分配の性格、非課税配当金所得調整、外国為替損益、外国のキャピタルゲイン税、現物

取引、先物取引、コーポレート・アクション、受動的外国投資企業、当期利益を超える分配、ウォッシュ・

セールの損失繰延べおよびパートナーシップ・ベーシス調整に関する処理の違いによるものである。 

 

2023 年 9 月 30 日に終了した年度に支払われた分配金の税務上の性質は、以下のとおりであった。 

 
  通常 

所得 
 長期 

キャピタルゲ

イン 

 合計 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 78,231,979 $ — $ 78,231,979 

 

2022 年 9 月 30 日に終了した年度に支払われた分配金の税務上の性質は、以下のとおりであった。 

 
  通常 

所得 

 長期 

キャピタルゲ

イン 

 合計 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 73,669,991 $ — $ 73,669,991 

 

2023 年 9 月 30 日現在、課税基準による分配可能利益の構成要素は以下のとおりであった。 

 
  未分配 

通常 

所得 

 繰越キャピタ

ルロス 

 未分配 

長期 

キャピタ

ルゲイン 

 未実現純 

利益(損失) 

 合計 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 2,956,557 $ (699,188,216) $ — $ (98,366,605) $ (794,598,264) 

 

2023 年 9 月 30 日現在、以下の本ファンドには、将来の実現キャピタルゲインと相殺するために使用できる

キャピタルロス繰越金が存在した。 

 
  繰越期限 

なし 

短期 

 繰越期限 

なし 

長期 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 63,602,829 $ 635,585,387 

 

2023 年 9 月 30 日現在、連邦所得税上の原価に基づく投資およびその他の金融商品の未実現評価益および未

実現評価損の総額は、以下のとおりであった。 

 
  所得税上の 

原価 

 未実現 

増価総額 

 未実現 

減価総額 

 正味未実現 

増価 

(減価) 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 2,451,609,299 $ 157,809,422 $ 255,588,439 $ (97,779,017) 

 

9. 証券の貸付[中略] 

 

10. クレジットライン[中略] 
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11. リスク 

 

集中リスク 

 

本ファンドが自らの資産の多くの割合を同一の国、州、地域、通貨または経済セクターに属する発行体の債

務に投資することができることの結果として、経済、ビジネスまたは政治の悪化が本ファンドの投資の価値

に対して、本ファンドがより広く分散されている場合よりも強く影響することがある。 

 

外国および新興国市場のリスク 

 

外国市場への投資には、米国での投資に通常伴わないリスクと考慮事項が伴う。外国の有価証券は、本ファ

ンドが投資する国における政府の規制、経済、政治および社会の不安定性を原因とする損失のリスクにさら

されることがある。外国市場は、米国での投資と比べて流動性が低いことがあり、為替変動のリスクにさら

されることがある。本ファンドが新興国市場に所在する発行体の有価証券に投資する限りにおいて、これら

のリスクはさらに顕著なものになることがある。 

 

信用リスク 

 

各本ファンドは、発行体もしくは保証人が履行を怠った場合、または本ファンドとの間で未決済もしくは未

完了の取引を有する機関もしくは事業体が債務不履行に陥った場合、信用リスクにさらされる可能性があ

る。 

 

市場リスク 

 

各本ファンドの投資は、通常の経済状況の変化、通常の市場変動および証券市場への投資に内在するリスク

による影響を免れない。投資市場は激しく変動する場合があり、また、投資価格も様々な要因(景気拡大ま

たは後退、金利変動、発行体の実際のまたは認知された信用力の変動、および通常の市場流動性を含むがこ

れらに限定されない。)に起因して大きく変動する場合がある。本ファンドは、地政学的なイベントが証券

市場を混乱させ、世界経済および市場に悪影響を及ぼすリスクにさらされている。国内的、地域的または世

界的なイベント(例えば、戦争、テロ行為、COVID-19 などの感染症の蔓延やその他の公衆衛生上の問題など

のイベント)は、本ファンドとその投資に重大な影響を及ぼす恐れがある。 

 

ロシア制裁リスク 

 

ロシア、ロシア企業またはロシアの個人に対し、米国、EUおよび英国を含む複数の国や地域が示唆したま

たは科した制裁ならびに既に実施されているまたは将来実施される可能性のあるその他の政府間措置は、ロ

シア通貨の価値の切り下げ、ロシアの信用格付けの格下げ、ロシアの資産の即時凍結、ロシアの有価証券、

不動産もしくは利権の価値および流動性の低下、ならびに／またはロシア経済もしくは本ファンドへのその

他の悪影響をもたらす可能性がある。特定の時期に実施される制裁の範囲および規模は、本ファンドへ悪影

響を及ぼす形で拡大または修正される可能性がある。制裁、または新たなもしくは修正された制裁の示唆に
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より、一定の影響を受ける有価証券またはその他の投資商品の取得、売却、保有、受渡し、引渡しまたは取

引に関する本ファンドの遂行能力が損なわれる可能性がある。また、制裁の結果、ロシアも対抗措置やその

他の対応策を講じることが考えられ、ロシアの有価証券の価値および流動性はさらに悪化するかもしれない。

これらの制裁およびその結果生じるロシア経済の混乱は、その他の地域および世界の市場においてボラティ

リティを引き起こし、他国の様々なセクターおよび産業ならびに企業のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可

能性があるため、たとえ本ファンドがロシアの発行体の有価証券に対する直接的なエクスポージャーを有し

てしないとしても本ファンドのパフォーマンスに悪影響が生じる恐れがある。制裁の実施、ロシア政府の対

抗措置、およびそれらがロシアの有価証券の流通市場に及ぼした影響の総合的な結果として、特定の本ファ

ンドは特定のロシアの有価証券を評価するため本ファンドの受託者会が承認する公正価値評価手続を利用し

ておりまた将来利用する可能性もあるが、それにより当該有価証券の価値はゼロとみなされる恐れがある。 

 

12. 受益権分割[中略] 

 

13. 後発事象 

 

経営陣は、財務書類の公表日までに本ファンドに生じた全ての後発事象の影響を評価したところ、財務書類

の調整を必要とするか、または財務書類において開示を必要とする後発事象は存在しないと判断した。
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SPDRインデックス・シェアズ・ファンズ 

独立した登録公認会計士事務所の報告書 

2023年9月30日 

 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF[中略]2の受益者および SPDR インデックス・シェア・ファンズの受託者会 

御中 

 

財務書類に対する意見 

 

当職らは、SPDR インデックス・シェアズ・ファンズ(以下「本トラスト」という。)を構成する 14 のファン

ドである、SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF[中略]3(以下「本ファンド」と総称する。)の 2023 年 9 月 30 日

現在の貸借対照表(投資一覧を含む。)、同日に終了した年度に関連する損益計算書、同日に終了した期間を

含む各 2 年間の純資産変動計算書、同日に終了した期間を含む各 4 年間の財務ハイライト、およびそれらの

関連注記(以下「財務書類」と総称する。)を監査した。当職らの意見では、財務書類は、2023 年 9 月 30 日

現在の各本ファンド(SPDR インデックス・シェアズ・ファンズを構成する 14 のファンド)の財政状態、同日

に終了した年度の業績、同日に終了した期間を含む各 2 年間の純資産の変動および同日に終了した期間を含

む各 4 年間の財務ハイライトを、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に従って、全ての重大な点で

公正に表している。 

 

2019 年 10 月 1 日より前に終了した期間の財務ハイライトは別の独立登録公認会計事務所に監査されたが、

同公認会計事務所の 2019 年 11 月 26 日付報告書では、当該財務ハイライトに関して無限定適正意見が表明

された。 

 

意見の根拠 

 

当該財務書類については、本トラストの経営陣が責任を負う。当職らの責任は、本ファンドの財務書類につ

いて、当職らによる監査に基づいて意見を表明することである。当職らは、米国公開会社会計監視委員会

(以下「PCAOB」という。)に登録された公認会計事務所であり、米国連邦証券法ならびに証券取引委員会お

よびPCAOBの適用ルールと規則に従い本トラストに対して独立の立場でなければならない。 

 

当職らは、PCAOBの基準に従って監査を実施した。当該基準により、財務書類に重要な不実表示(誤謬また

は不正によるかを問わない。)がないことに関して合理的な確信を得るために監査を計画し、実施すること

を求められている。本トラストは財務報告に対する本トラストの内部統制の監査を受ける義務はなく、また、

当職らが同監査を実施することもない。当職らは、監査の一環として、財務報告に対する内部統制を把握す

る必要があるが、これは、財務報告に対する本トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とす

るものではない。したがって、当職らがそうした意見を表明することはない。 

 

 

2 本ファンド以外のファンド名は省略する。 

3 本ファンド以外のファンド名は省略する。 
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監査には、財務書類における重要な不実表示(誤謬または不正によるかを問わない。)のリスクを評価する手

続の実施および当該リスクに対処するための手続の実施が含まれる。こうした手続には、財務書類の金額お

よび開示内容を裏付ける証拠の検証(試査ベース)が含まれる。当職らの手続には、保管会社、ブローカーお

よびその他の者とのやり取りにより2023年9月30日現在所有されている有価証券を確認する作業が含まれ、

ブローカーおよびその他の者からの返答がない場合にはその他の監査手続を実施した。また、当職らの監査

には、使用した会計原則および経営陣による重要な見積りの評価、ならびに財務書類の表示全体の評価も含

まれる。当職らは、当職らの監査が当職らの意見についての合理的な根拠を提供すると考えている。 

 

アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー 

 

当職らは、2000年以降、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの 1つ以上の投資会社の監査

人を務めてきた。 

 

マサチューセッツ州ボストン 

2023 年 11 月 22 日 
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SPDRインデックス・シェアズ・ファンズ 

その他の情報(未監査) 

2023年9月30日 

 

費用の例 

 

受益者は、本ファンドの受益者として、(1)購入時の支払い、配当金の再投資またはその他の分売にかかる

販売手数料(もしあれば)を含む取引費用、ならびに(2)投資顧問報酬を含む継続的費用の 2 種類の費用ならび

にその他の本ファンドの費用を負担する。この例は、本ファンドへの投資にかかる継続的費用(ドル建て)を

理解し、他のミューチュアル・ファンドへの投資にかかる継続的費用と比較できるようにするためのもので

ある。示されている期間の期首に 1,000 ドル(154,760 円)を投資し、2023 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの全

期間にわたって保有したという前提に立っている。 

 

以下の表は、受益者の本ファンドの費用を次の 2 つの形で示している。 

 

ファンド実際リターン基準 — 本セクションは、受益者が当該期間にわたって支払った実際の費用を見積も

るために有用である。示されている｢期末アカウントの価額｣は、各本ファンドの実際のリターンから得た値

であり、三番目の列は、各本ファンドへの投資を 1,000 ドル(154,760 円)で始めた投資家が支払うこととなっ

た金額を示す。この情報および投資額を使って、当該期間中に支払った費用を見積もることができる。その

ためには、アカウントの価額を 1,000 ドル(154,760 円)で除し(例えば、8,600 ドル(1,330,936 円)のアカウント

の価額÷1,000 ドル(154,760 円)＝8.6)、その額に、本ファンドの｢当該期間中に支払った費用｣の項目の数字

を乗じるだけである。 

 

仮定リターン率 5％基準 — 本セクションは、受益者の本ファンドの費用を他のミューチュアル・ファンド

の費用と比較するのに有用となることを意図したものである。ここでは、本ファンドの費用控除前の年率の

リターン率は 5％であったが、費用割合は変わらないことを仮定している。使用されているリターンは本

ファンドの実際のリターンではないため、結果は、受益者の投資には当てはまらない。本例は、米国証券取

引委員会(以下｢SEC｣という。)が 5％のリターンに基づいて費用を算出することを全てのミューチュアル・

ファンドに義務付けているため比較に有益である。この仮定例を他のファンドの受益者宛報告書に記載され

ている仮定例と比較することで本ファンドの費用を評価することができる。 

 

表に記載された費用は、継続的費用のみを強調するもので、販売手数料等の取引費用は反映していない。し

たがって、表の仮定リターン率 5％のセクションは、継続的費用のみを比較するのに有用であって、保有し

ている別個のファンドの費用総額を判断するのに有用なものではない。さらに、こうした取引費用が含まれ

る場合には、費用はさらに増える。 
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  実際 仮定(費用控除前の年率のリターン率が 5％

と仮定) 

 年率 

費用率 

 期末アカ

ウントの

価額 

 当該期間に 

支払った費用(a) 

 期末アカウ

ントの価額 

 当該期間に 

支払った 

費用(a) 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 0.29% $ 965.30 $ 1.43 $ 1,023.60 $ 1.47 

 
(a) 費用は、本ファンドの年率の純費用率に、当該期間のアカウントの平均価額を乗じ、さらに183を乗じた額を、365で除し

て得た額である。 

 

租税に関する情報 

 

連邦所得税の目的のため、以下の情報は、2023 年 9 月 30 日に終了した会計年度の本トラストの分配に関し

て提供される。 

 

受取配当控除 

 

各本ファンドは、受取会社配当控除に関して、その純課税所得の最大許容額を適格と報告する。 

 

適格受取配当 

 

2023 年 9 月 30 日に終了した会計年度中に本ファンドが分配した配当の一部は、適格受取配当とみなされ、

軽減税率の適用を受けられる。各本ファンドは、その純課税所得の最大許容額を、2003 年雇用および成長

減税調整法で定める適格受取配当として報告する。 

 

適格事業所得控除 

 

各本ファンドは、REIT の適格配当のうち、第 199A 条に基づき適格事業所得控除が適用される最大許容額を

報告する。 

 

適格受取利息 

 

各本ファンドは、その純課税所得および短期キャピタルゲインの最大許容額を適格受取利息として報告す

る。 

 

外国税控除 

 

本ファンドは、内国歳入法典第 853 条に基づき、各本ファンドによって支払われた外国税に関して受益者へ

のパススルー課税を選択している。2023 年 9 月 30 日に終了した会計年度、パススルーする外国税の合計額

は、以下のとおりである。 

 
  金額 
SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 2,997,859 
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2023 年 9 月 30 日に終了した会計年度、以下の本ファンドから得られた外国源泉収入の額は、以下のとおり

である。 

 
  金額 
SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF $ 88,218,253 
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議決権の代理行使に関する方針および手続ならびに記録 

 

本トラストの議決権の代理行使に関する方針および本ファンドの投資顧問が本ファンドの証券ポートフォリ

オに関して議決権の代理行使を行うのに用いる手続に関する説明は、(i)無料で、1-866-787-2257(通話料無

料)に電話して請求するか、または(ii)SEC のウェブサイト(www.sec.gov)で入手することができる。 

 

投資アドバイザーが 6 月 30 日に終了した 12 カ月間にどのように議決権を行使したかについては、各年の 8

月 31 日までに上記と同じ電話番号または SEC のウェブサイト(www.sec.gov)および本ファンドのウェブサイ

ト(https://www.ssga.com/spdrs)で入手可能である。 

 

四半期ポートフォリオ一覧 

 

本ファンドの第 1 四半期および第 3 四半期終了後、完全な投資の一覧表がフォーム N-PORT の付表として

SEC に提出される。これは、本ファンドのウェブサイト(https://www.ssga.com/spdrs)および SEC のウェブサ

イト(www.sec.gov)で入手可能である。本ファンドの投資一覧表は、電話(1-866-787-2257(通話料無料))で要請

すれば無料で入手できる。 

 

投資顧問契約の承認 

 

2023年 9月 30日より前に開催された会議において、本トラストの受託者会(以下「受託者会」という。)は、

本トラストのシリーズ(以下「SPDR ETF」と総称する。)についての本トラストと SSGA Funds Management, 

Inc.(以下「アドバイザー」または「SSGA FM」という。)との間の投資顧問契約(以下「本件契約」という。)

の継続に関する議案を検討した。また、1940 年投資会社法(改正を含む。)で定義される「関係者」ではない

本トラストの受託者(以下「独立受託者」という。)は、本件契約を検討するために別途会議を行った。独立

受託者は、当該プロセスの間、自身の独立法律顧問の助言を受けた。 

 

本件契約を検討するにあたって、受託者会は、受託者会が法律顧問の助言に従い合理的に必要と判断した資

料を請求し、本トラストのアドバイザーおよびアドミニストレーターを務める SSGA FM ならびに本トラス

トのサブ・アドミニストレーター、名義書換代理人および保管会社を務めるステート・ストリート・バン

ク・アンド・トラスト・カンパニー(以下「ステート・ストリート」という。)がそれらの資料を提供した。

本件契約の承認の是非の決定において、受託者会は、下記を含む様々な要素を検討した。 

 

(i) 本件契約に基づき SPDR ETF に関してアドバイザーが提供したサービスの性質、範囲および質 

(ii) SPDR ETF の投資パフォーマンス 

(iii) アドバイザーおよびその関係会社が本トラストの関係から実現した利益 

(iv) 類似ファンドに対して請求した報酬額 

(v) アドバイザーに対するその他の便益 

(vi) SPDR ETF が成長した場合に共有される規模の経済の範囲 

 

サービスの性質、範囲および質 
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受託者会は、アドバイザーが提供したサービスの性質、範囲および質を検討した。その際、受託者会は、本

トラストの過去の経験、ならびに会議前および会議中に、提供された資料に依拠した。受託者会は、本件契

約および各 SPDR ETF の投資業務の管理に関するアドバイザーの責任について、各 SPDR ETF の投資目的、

投資方針、適用ある法律上および規制上の要件に従って検討した。受託者会は、上場投資信託としての各

SPDR ETF の性質、アドバイザーの上場投資信託の運用に関する経験および専門知識について評価した。受

託者会は、アドバイザーの経営幹部(SPDR ETF のポートフォリオ運用および規制コンプライアンスを担当す

る個人を含む。)の経歴および経験について検討した。受託者会はまた、アドバイザーのポートフォリオ運

用資源、構造および実務(各 SPDR ETF の投資目的と投資方針ならびに適用法令の遵守の監視および徹底に

関連するものを含む。)についても検討した。さらに、受託者会は、アドバイザーの最良執行手続および投

資運用業務全般に関する情報についても検討し、アドバイザーが広範にわたる種類の資産について幅広い顧

客にサービスを提供していることに注目した。受託者会は、アドバイザーの投資運用業務に関する一般的な

知識およびステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(幹部役職員の全てがアドバイザーと同じ

である。)を構成する関係会社の一般的な知識を調査した。受託者会は、アドバイザーおよびその関係会社

が、インデックス商品全般、特に上場投資信託について、世界最大の投資運用会社の 1 つであることを考慮

した。受託者会は、指数ベースの投資目的を有する株式上場投資信託の運用に関するアドバイザーの経験に

ついて具体的に検討した。 

 

投資パフォーマンス 

 

受託者会は、SPDR ETF のパフォーマンスを検討し、投資パフォーマンス(絶対値)の分析ではアクティブ運

用されるファンドの分析がより複雑であることに注目した。受託者会は、各指数連動型 SPDR ETF がパッシ

ブ運用される指数ファンドとしての目的を達成できる範囲を重視し、当該 SPDR ETF の指数トラッキングに

関する情報を検討した。 

 

アドバイザーが実現した利益 

 

受託者会は、SPDR ETF の投資顧問契約について、アドバイザーおよびその関係会社にとっての利益を検討

した(これらの事業体にとっての SPDR ETF の過去の利益に関するデータを含む。)。受託者会(独立受託者を

含む。)は、自身の独立法律顧問と共に、アドバイザーおよびステート・ストリート・グローバル・アドバ

イザーズの代表者との間で、利益計算の基準となる費用を計算する際に用いた手法について協議する機会を

持った。 

 

類似ファンドに対して請求した報酬額 

 

受託者会は、類似するファンド(すなわち、各 SPDR ETF と同様の株式指数に連動する上場投資信託)が支

払った手数料に関する比較可能な情報の検討を通じて、各 SPDR ETF の均一の手数料を評価した。受託者会

は、ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ・インク(Broadridge Financial Solutions, Inc.)から独

自に入手したデータおよび同様の上場投資信託に関する比較可能な情報に基づいて、各 SPDR ETF について

同様の上場投資信託の領域を検討した。受託者会は、当該検討を行うに際して、データについてファンド毎
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の分析を利用した。受託者会によって適切とみなされた一部の事例において、受託者会は SPDR ETF の手数

料と類似ファンドによって支払われた手数料の差異の理由を経営陣と共に調査した。 

 

その他の便益 

 

受託者会は、アドバイザーまたはその関係会社がそれ以外の方法により本トラストとの関係から便益を得ら

れるか否かについても検討し、アドバイザーは、本トラストの株式委託売買に関係してソフトダラーの取り

決めを維持していないことに注目した。 

 

規模の経済 

 

受託者会は、各 SPDR ETF の資産規模の成長に伴い生じる規模の経済またはその他の効率性に関する情報を

精査した。受託者会は、各 SPDR ETF の投資顧問報酬料率が、SPDR ETF 資産の増加に伴うブレークポイン

トを定めていないことに注目した。しかしながら、受託者会はさらに、比較的低い投資顧問報酬を設定し、

報酬を低くすることの利益を運用開始時から SPDR ETF と効果的に共有することにより、SPDR ETF につい

て(いくつかの要素の中でも)将来における規模の経済が斟酌されているというアドバイザーの主張に注目し

た。アドバイザーはまた、均一の手数料の 1 つの利点として、変動しない費用構造を提供することを主張し

たが、ブレークポイントの追加によってこれが失われたり希釈化されたりする可能性がある。受託者会は、

SPDR ETF の規模の成長に伴う手数料の監視を続け、費用のブレークポイントを保証できるか否かを評価す

る。 

 

結論 

 

受託者会(個別に議決権を行使する独立受託者を含む。)は、前記の要素(その要素は、それ自体決定的ではな

く、また、各受託者により異なる評価がなされる可能性もなかった。)について比較検討した上で、各 SPDR 

ETF に関する本件契約の継続を承認した。本件契約の継続の承認にあたり、受託者会(個別に議決権を行使

する独立受託者を含む。)は、本件契約の条件が公正かつ合理的であり、本件契約の継続が、該当する SPDR 

ETF およびその受益者にとっての最善の利益に適うものであることを認識した。当該要素に関する受託者会

の結論は以下のとおりである。(a) SPDR ETF に関してアドバイザーが提供したサービスの性質、範囲および

品質は適切だった。(b) 各 SPDR ETF のパフォーマンス、および(指数と比較される当該各 SPDR ETF にとっ

てより重要な点として)指数トラッキングは十分なものであった、またはアドバイザーはアンダーパフォー

マンスの是正に適宜細心の注意を払ってきた。(c) 各 SPDR ETF についてのアドバイザー統一手数料は、提

供されたサービスおよび類似のファンドに課された手数料と比較して、合理的であった。(d) 本トラストの

アドバイザーおよび関係会社との関係による利益は、提供されたサービスの性質、範囲および品質の観点か

ら、過剰ではなかった。(e) アドバイザーまたはその関係会社の追加的な潜在的利益は受託者会の結論に重

大な影響を及ぼす大きさではなかった。(f) アドバイザーに支払われた手数料は、本トラストの比較的低い

手数料構造による SPDR ETF に関する規模の経済を適切に共有した。独立受託者は、プロセス全体を通して

独立した弁護士の助言を受けた。  
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受託者と役員の情報 

 

氏名、住所および 

生年月日 

ファンドに 

おける地位 

在任期間およ

び 

在職期間 

過去 5 年間の 

主な職業 

受託者が監

督するファ

ンド・コン

プレックス

に属すポー

トフォリオ

数† 

受託者の 

兼職の状況 

独立受託者      
CARL G. 

VERBONCOEUR 

c/o SPDR Index 

Shares Funds  

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1952 年 

独立受託

者、会長、

受託者会会

長 

在任期間：無

制限 

在職期間：

2010 年 4 月以

降 

自営コンサルタ

ント(2009 年以

降) 

122 該当なし 

      

DWIGHT D. 

CHURCHILL 

c/o SPDR Index 

Shares Funds 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1953 年 

独立受託

者、監査委

員会委員長 

在任期間：無

制限 

在職期間：

2010 年 4 月以

降 

自営コンサルタ

ント(2010 年以

降)、CFA インス

ティテュート、

最高経営責任者

兼プレジデント

(2014 年 6 月～

2015 年 1 月) 

122 アフィリエイテッド・マネー

ジャーズ・グループ・インク

(ディレクター)(2010 年～現在) 

      

CLARE S. RICHER 

c/o SPDR Index 

Shares Funds 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1958 年 

独立受託者 在任期間：無

制限 

在職期間：

2018 年 7 月以

降 

元最高財務責任

者、パトナム・

インベストメン

ツ・エルエル

シー(2008 年 12

月～2017 年 5 月) 

122 プリンシパル・ファイナンシャ

ル・グループ(ディレクター兼財

務委員会委員長) (2020 年～現

在)、ベイン・キャピタル・スペ

シャルティ・ファイナンス(ディ

レクター)(2019 年～現在)、ベイ

ン・キャピタル・プライベー

ト・クレジット(ディレク

ター)(2022 年～現在)、ノートル

ダム大学(受託者)(2015 年～現在) 

      
SANDRA G. 

SPONEM 

c/o SPDR Index 

Shares Funds 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1958 年 

独立受託者 在任期間：無

制限 

在職期間：

2018 年 7 月以

降 

元最高財務責任

者、M.A.モーテ

ンソン・カンパ

ニーズ・インク

(建設および不動

産会社)(2007 年 2

月～2017 年 4 月) 

122 ライデックス・シリーズ・ファ

ンズ(52 ポートフォリオ )、ライ

デックス・ダイナミック・ファ

ンズ(8 ポートフォリオ)およびラ

イデックス・バリアブル・トラ

スト(49 ポートフォリオ)(受託

者)(2016 年～現在)、 

グッゲンハイム・ストラテ

ジー・ファンズ・トラスト(3

ポートフォリオ)、グッゲンハイ

ム・ファンズ・トラスト(18 ポー

トフォリオ)、グッゲンハイム・

タクサブル・ミュニシパル・ボ

ンド・アンド・インベストメン

ト・グレード・デット・トラス

ト、グッゲンハイム・ストラテ

ジック・オポチュニティーズ・

ファンド、グッゲンハイム・バ

リアブル・ファンズ・トラスト

(14 ポートフォリオ)およびトラ

ンスペアレント・バリュー・ト

ラスト(5 ポートフォリオ)(受託

者)(2019 年～現在)、 
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グッゲンハイム・アクティブ・

アロケーション・ファンド(受託

者)(2021 年～現在)、フィデュー

シャリー／クレイモア・エナ

ジー・インフラストラク

チャー・ファンド(受託者)(2019

年～2022 年)、 

グッゲンハイム・エンハンス

ト・エクイティ・インカム・

ファンドおよびグッゲンハイ

ム・クレジット・アロケーショ

ン・ファンド(受託者)(2019 年～

2021 年)、およびグッゲンハイ

ム・エナジー・アンド・インカ

ム・ファンド(受託者)(2015 年～

2023 年) 

      

CAROLYN M. 

CLANCY 

c/o SPDR Index 

Shares Funds 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1960 年 

独立受託者 在任期間：無

制限 

在職期間：

2022 年 10 月

以降 

フィデリティ・

インベストメン

ツ、戦略、分析

および市場準備

担当責任者、元

エグゼクティ

ブ・バイス・プ

レジデント 

(2020 年 4 月～

2021 年 6 月)、 

フィデリティ・

インベストメン

ツ、ブロー

カー・ディー

ラー・ビジネス

担当責任者、エ

グゼクティブ・

バイス・プレジ

デント 

(2017 年 7 月～

2020 年 3 月) 

122 アサンプション大学(受託

者)(2011 年～2021 年)および(2022

年～現在)、ビッグ・シスター・

アソシエーション・オブ・グ

レーター・ボストン(ディレク

ター)(2016 年～2023 年) 

      

KRISTI L. ROWSELL 

c/o SPDR Index 

Shares Funds 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1966 年 

独立受託者 在任期間：無

制限 

在職期間：

2022 年 10 月

以降 

ハリス・アソシ

エイツ、パート

ナー兼プレジデ

ント(2010 年～

2021 年) 

122 ハリス・アソシエイツ・インベ

ストメント・トラスト(8 ポート

フォリオ)(受託者)(2010 年～現

在)、米国投資信託協会、理事会

(メンバー)(2018 年～現在)、ハビ

タット・フォー・ヒューマニ

ティ・シカゴ(ディレク

ター)(2015 年～現在) 

      

利害関係のある受託者     

JAMES E. ROSS* 

c/o SPDR Index 

Shares Funds 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1965 年 

利害関係の

ある受託者 
在任期間：無

制限 

在職期間：

2010 年 4 月以

降 

ウィニスクア

ム・キャピタル

LLC、プレジデ

ント(2022年12月

～現在) 

フュージョン・

アクイジショ

ン・コープ II、

非常勤会長(2020

年 2 月～現在)、

フュージョン・

アクイジショ

ン・コープ、非

133 インベストメント・マネー

ジャーズ・シリーズ・トラスト

(50 ポートフォリオ)(2022 年～現

在)、ザ・セレクト・セクター

SPDR トラスト(11 ポートフォリ

オ)(2005 年～現在)、 

SSGA SPDR ETFs ヨーロッパ I 

PLC (ディレクター)(2016 年～

2020 年)、SSGA SPDR ETFs ヨー

ロッパ II PLC(ディレク

ター)(2016 年～2020 年)、ステー

ト・ストリート・ナビゲー

ター・セキュリティーズ・レン
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常勤会長(2020 年

6 月～2021 年 9

月)、SSGA ファ

ンズ・マネジメ

ント・インク、

元会長兼ディレ

クター(2005 年～

2020 年 3 月)、ス

テート・スト

リート・グロー

バル・アドバイ

ザーズ、元エグ

ゼクティブ・バ

イス・プレジデ

ント(2012 年～

2020 年 3 月)、ス

テート・スト

リート・グロー

バル・アドバイ

ザーズ・ファン

ズ・ディストリ

ビューターズ・

エルエルシー、

元最高経営責任

者兼マネー

ジャー(2017 年 5

月～2020 年 3

月)、ステート・

ストリート・グ

ローバル・マー

ケッツ・エルエ

ルシー、ディレ

クター(2013 年～

2017 年 4 月)、

SSGA ファン

ズ・マネジメン

ト・インク、プ

レジデント(2005

年～2012 年)、ス

テート・スト

リート・グロー

バル・アドバイ

ザーズ、プリン

シパル(2000 年～

2005 年) 

ディング・トラスト(受託

者)(2016 年～2020 年)、SSGA

ファンズ(受託者)(2014 年～2020

年)、ステート・ストリート・イ

ンスティテューショナル・イン

ベストメント・トラスト(受託

者)(2007 年～2020 年)、ステー

ト・ストリート・マスター・

ファンズ(受託者)(2007 年～2020

年)、エルファン・ファンズ(受託

者)(2016 年～2018 年) 

      

GUNJAN 

CHAUHAN** 

c/o SPDR Index 

Shares Funds 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1982 年 

利害関係の

ある受託者 

在任期間：無

制限 

在職期間：

2022 年 10 月

以降 

ステート・スト

リート・グロー

バル・アドバイ

ザーズ、シニ

ア・マネージン

グ・ディレク

ター(2018 年 4 月

～現在)、ステー

ト・ストリー

ト・グローバ

ル・アドバイ

ザーズ、マネー

ジング・ディレ

クター(2015 年 6

月～2018 年 3 月) 

122 ステート・ストリート

ICAV(ディレクター)(2018 年～

2022 年) 
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† 受託者が監督するポートフォリオの数を決定するにあたって、｢ファンド・コンプレックス｣は、SSGAファンズ・マネジメント・

インクが投資アドバイザーを務める登録投資会社から成り、これにはSPDRシリーズ・トラスト、SSGAアクティブ・トラストお

よびSPDRインデックス・シェアズ・ファンズの各シリーズが含まれる。 

* ロス(Ross)氏は、アドバイザーにおける以前の地位およびアドバイザーの関係会社における所有持分のために、利害関係のある受

託者となっている。ロス氏は、過去にも、2005年11月から2009年12月まで、利害関係のある受託者であった。 

** チョウハン(Chauhan)氏は、アドバイザーの関係会社に対する自身のポジションのために、利害関係のある受託者である。 
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役  員 

 
氏名、住所および 

生年月日 

ファンドにお

ける地位 

在任期間および 

在職期間 
過去 5 年間の主な職業 

    
ANN M. CARPENTER 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1966 年 

プレジデント

兼プリンシパ

ル・エグゼク

ティブ・オ

フィサー、財

務部長代理 

在任期間：無

制限 

在職期間：

2023 年 5 月以

降(プレジデン

ト兼プリンシ

パル・エグゼ

クティブ・オ

フィサーに関

して)、 

在任期間：無

制限 

在職期間： 

2016 年 2 月以

降(財務部長代

理に関して) 

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、最高運営責任者

(2005 年 4 月～現在)*、ステート・ストリート・グローバル・

アドバイザーズ、マネージング・ディレクター(2005 年 4 月～

現在)* 

    

BRUCE S. 

ROSENBERG 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1961 年 

財務部長兼プ

リンシパル・

フィナンシャ

ル・オフィ

サー 

在任期間：無

制限 

在職期間：

2016 年 2 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、マネージング・ディ

レクター(2015 年 7 月～現在)、クレディ・スイス、ディレク

ター(2008 年 4 月～2015 年 7 月) 

    

CHAD C. HALLETT 
SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1969 年 

財務部長代理 在任期間：無

制限 

在職期間：

2016 年 2 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデン

ト(2014 年 11 月～現在) 

    

DARLENE 

ANDERSON-VASQUEZ 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1968 年 

財務部長代理 在任期間：無

制限 

在職期間：

2016 年 11 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、マネージング・ディ

レクター(2016 年 5 月～現在)、ジョン・ハンコック・インベ

ストメンツ、シニア・バイス・プレジデント、(2007 年 9 月～

2016 年 5 月) 

    

ARTHUR A. JENSEN 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

1600 Summer Street 

Stamford, CT 06905 

1966 年 

財務部長代理 在任期間：無

制限 

在職期間：

2017 年 8 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデン

ト(2016 年 7 月～現在)、GE アセット・マネジメント・イン

コーポレイテッド、ミューチュアル・ファンド・コントロー

ラー(2011 年 4 月～2016 年 7 月) 

    

DAVID LANCASTER 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1971 年 

財務副部長 在任期間：無

制限 

在職期間：

2020 年 11 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデン

ト(2017 年 7 月～現在)、ステート・ストリート・バンク・ア

ンド・トラスト・カンパニー、バイス・プレジデント補佐

(2011 年 11 月～2017 年 7 月) 

    

RYAN HILL 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

財務副部長 在任期間：無

制限 

在職期間：

2022 年 5 月以

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデン

ト(2017 年 5 月～現在)、ステート・ストリート・バンク・ア

ンド・トラスト・カンパニー、バイス・プレジデント補佐
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Boston, MA 02210 

1982 年 

降 (2014 年 5 月～2017 年 5 月) 

    

JOHN BETTENCOURT 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1976 年 

財務副部長 在任期間：無

制限 

在職期間：

2022 年 5 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、バイス・プレジデン

ト(2020 年 3 月～現在)、ステート・ストリート・グローバ

ル・アドバイザーズ、バイス・プレジデント補佐(2007 年 6 月

～2020 年 3 月) 

    

BRIAN HARRIS 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1973 年 

最高コンプラ

イアンス責任

者、マネー・

ロンダリング

防止責任者、

倫理規範コン

プライアンス

責任者 

在任期間：無

制限 

在職期間：

2013 年 11 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよび

SSGA ファンズ・マネジメント・インク、マネージング・ディ

レクター(2013 年 6 月～現在)* 

    

SEAN O’MALLEY 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1969 年 

最高法務責任

者 

在任期間：無

制限 

在職期間：

2019 年 8 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、シニ

ア・バイス・プレジデント兼デピュティ・ゼネラル・カウン

セル(2013 年 11 月～現在) 

    

DAVID URMAN 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1985 年 

秘書役 在任期間：無

制限 

在職期間：

2019 年 8 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、バイ

ス・プレジデント兼シニア・カウンセル(2019 年 4 月～現

在)、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、

バイス・プレジデント兼カウンセル(2015 年 8 月～2019 年 4

月)、ロープス・アンド・グレイ LLP、アソシエイト(2012 年

11 月～2015 年 8 月) 
    

DAVID BARR 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1974 年 

秘書役補佐 在任期間：無

制限 

在職期間：

2020 年 11 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、バイ

ス・プレジデント兼シニア・カウンセル(2019 年 10 月～現

在)、イートン・バンス・コープ、バイス・プレジデント兼カ

ウンセル(2010 年 10 月～2019 年 10 月) 

    

E. GERARD 

MAIORANA, JR. 

SSGA Funds 

Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

1971 年 

秘書役補佐 在任期間：無

制限 

在職期間：

2023 年 5 月以

降 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、アシ

スタント・バイス・プレジデント(2014 年 7 月～現在) 

 
* 記載されている期間中、多くの役職を務め、多くの関係会社に勤務した。 

 

本トラストの追加情報明細(SAI)は、本ファンドのディレクターについての追加情報を含んでおり、電

話で請求することにより(1-866-787-2257)、無料で入手することができる。 
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SPDRインデックス・シェアズ 

 

受託者 

Gunjan Chauhan (利害関係のある受託者) 

Dwight D. Churchill 

Carolyn M. Clancy 

Clare S. Richer 

James E. Ross (利害関係のある非管理受託者) 

Kristi L. Rowsell 

Sandra G. Sponem 

Carl G. Verboncoeur, Chairman 

 

投資顧問およびアドミニストレーター 

SSGA Funds Management, Inc. 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

 

販売会社 

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 

One Iron Street 

Boston, MA 02210 

 

保管会社、サブ・アドミニストレーターおよび名義書換代理人 

State Street Bank and Trust Company 

One Congress Street 

Boston, MA 02114 

 

法律顧問 

Morgan, Lewis & Bockius LLP 

1111 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20004 

 

独立した登録公認会計士事務所 

Ernst & Young LLP 

200 Clarendon Street 

Boston, MA 02116 
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本報告書に含まれる情報は、本トラストの受益者への情報提供を目的としている。本報告書は、本トラス

トに関する重要な情報を含む本トラストの最新の目論見書が事前にまたは同時に提供されていない限り、

投資を検討している人に配布することは認められていない。最新の目論見書および SAI は、1-866-787-

2257 に電話して販売会社から入手することも、https://www.ssga.com/spdrs のサイトで入手することも

できる。投資を行う前に目論見書を慎重にお読み頂きたい。 


